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● 業務委託先への監督について 
 
信託業法（平成十六年法律第百五十四号） （抄） 
 
（信託業務の委託）  

第二十二条 信託会社は、次に掲げるすべての要件を満たす場合に限り、その

受託する信託財産について、信託業務の一部を第三者に委託することができ

る。  
一 信託業務の一部を委託すること及びその信託業務の委託先（委託先が確

定していない場合は、委託先の選定に係る基準及び手続）が信託契約にお

いて明らかにされていること。  
二 委託先が委託された信託業務を的確に遂行することができる者であるこ

と。  
三 委託に係る契約において、委託先が委託された財産を自己の固有財産と

分別して管理することその他の内閣府令で定める条件が付されていること。  
２ 信託会社が信託業務を委託した場合における第二十八条から第三十条まで

（第二十九条第三項を除く。）の規定及びこれらの規定に係る第八章の規定の

適用については、これらの規定中「信託会社」とあるのは、「信託会社（当該

信託会社から委託を受けた者を含む。）」とする。  
 
（信託業務の委託に係る信託会社の責任）  

第二十三条 信託会社は、信託業務の委託先が委託を受けて行う業務につき受

益者に加えた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、信託会社が委託先の選

任につき相当の注意をし、かつ、委託先が委託を受けて行う業務につき受益

者に加えた損害の発生の防止に努めたときは、この限りでない。  
 
（立入検査等）  

第四十二条 内閣総理大臣は、信託会社の信託業務の健全かつ適切な運営を確

保するため必要があると認めるときは、当該信託会社、当該信託会社とその

業務に関して取引する者若しくは当該信託会社を子会社とする持株会社に対

し当該信託会社の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料

の提出を命じ、又は当該職員に当該信託会社の営業所その他の施設若しくは

当該信託会社を子会社とする持株会社の営業所若しくは事務所に立ち入らせ、

これらの業務若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その

他の物件を検査させることができる。  
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２ 内閣総理大臣は、信託会社の信託業務の健全かつ適切な運営を確保するた

め特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該信託会社

の主要株主若しくは当該信託会社を子会社とする持株会社の主要株主に対し

第十七条から第十九条までの届出若しくは措置若しくは当該信託会社の業務

若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当

該職員にこれらの主要株主の営業所若しくは事務所に立ち入らせ、第十七条

から第十九条までの届出若しくは措置若しくは当該信託会社の業務若しくは

財産の状況に関して質問させ、若しくは当該主要株主の書類その他の物件を

検査させることができる。  
３ 前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯

し、関係者に提示しなければならない。  
４ 第一項及び第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認め

られたものと解してはならない。  
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投資信託及び投資法人に関する法律（昭和二十六年律第百九十八号） （抄） 

（運用の指図に係る権限の委託）  
第十七条 投資信託委託業者は、その運用の指図を行う特定の投資信託財産に

ついて、当該指図に係る権限の全部又は一部を、第二条第一項に規定する政

令で定める者に対し、委託することができる。  
２ 投資信託委託業者は、前項の規定にかかわらず、その運用の指図を行うす

べての委託者指図型投資信託につき、当該指図に係る権限の全部を、第二条

第一項に規定する政令で定める者に対し、委託してはならない。  
３ 投資信託委託業者が第一項の規定により委託した場合における第十四条か

ら前条までの規定の適用については、これらの規定中「投資信託委託業者」

とあるのは、「投資信託委託業者（当該投資信託委託業者から第十七条第一項

の規定により委託を受けた第二条第一項に規定する政令で定める者を含

む。）」とする。  
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保険業法（平成七年法律第百五号） （抄） 【未施行】 
 
（報告又は資料の提出）  

第百二十八条 内閣総理大臣は、保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保

し、保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、保険会社に

対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることがで

きる。  
２ 内閣総理大臣は、保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契

約者等の保護を図るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度に

おいて、当該保険会社の子法人等（子会社その他保険会社がその経営を支配

している法人として内閣府令で定めるものをいう。次項並びに次条第二項及

び第三項において同じ。）又は当該保険会社から業務の委託を受けた者に対し、

当該保険会社の業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提

出を求めることができる。  
３ 保険会社の子法人等又は当該保険会社から業務の委託を受けた者は、正当

な理由があるときは、前項の規定による報告又は資料の提出を拒むことがで

きる。  
 
（立入検査）  

第百二十九条 内閣総理大臣は、保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保

し、保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該職員に、

保険会社の営業所、事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財

産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることがで

きる。  
２ 内閣総理大臣は、前項の規定による立入り、質問又は検査を行う場合にお

いて特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に、

保険会社の子法人等若しくは当該保険会社から業務の委託を受けた者の施設

に立ち入らせ、当該保険会社に対する質問若しくは検査に必要な事項に関し

質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。  
３ 保険会社の子法人等又は当該保険会社から業務の委託を受けた者は、正当

な理由があるときは、前項の規定による質問及び検査を拒むことができる。  
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銀行法（昭和五十六年法律第五十九号） （抄） 【未施行】 

（報告又は資料の提出）  
第二十四条 内閣総理大臣は、銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するた

め必要があると認めるときは、銀行（当該銀行を所属銀行とする銀行代理業

者を含む。）に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求

めることができる。  
２ 内閣総理大臣は、銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するため特に必

要があると認めるときは、その必要の限度において、当該銀行の子法人等（子

会社その他銀行がその経営を支配している法人として内閣府令で定めるもの

をいう。次項、次条第二項及び第五項並びに第四十七条第二項において同じ。）

又は当該銀行から業務の委託を受けた者（前項の銀行代理業者を除く。次項

並びに次条第二項及び第五項において同じ。）に対し、当該銀行の業務又は財

産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。  
３ 銀行の子法人等又は当該銀行から業務の委託を受けた者は、正当な理由が

あるときは、前項の規定による報告又は資料の提出を拒むことができる。  
 
（立入検査）  

第二十五条 内閣総理大臣は、銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するた

め必要があると認めるときは、当該職員に銀行（当該銀行を所属銀行とする

銀行代理業者を含む。）の営業所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しく

は財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させること

ができる。  
２ 内閣総理大臣は、前項の規定による立入り、質問又は検査を行う場合にお

いて特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に

銀行の子法人等若しくは当該銀行から業務の委託を受けた者の施設に立ち入

らせ、銀行に対する質問若しくは検査に必要な事項に関し質問させ、又は帳

簿書類その他の物件を検査させることができる。  
３ 前二項の場合において、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関

係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。  
４ 第一項及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたもの

と解してはならない。  
５ 前条第三項の規定は、第二項の規定による銀行の子法人等又は当該銀行か

ら業務の委託を受けた者に対する質問及び検査について準用する。  
 
 


